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令和６年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る 

令和６基準年度向け評価等について 

能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和６基準年度向けの評

価に当たっては、令和６年１月１日（賦課期日）時点における被災の状況（同日中に

生じた災害によるものを含む。）に基づいて評価することとなりますが、その際、対象と

なる土地及び家屋の被害の状況によっては、別添「東日本大震災により被害を受け

た地方団体等における平成 24 年度の固定資産の評価替えについて」（平成 23 年 10

月 14 日総税評第 46 号、各道府県総務部長及び東京都総務・主税局長あて総務省

自治税務局資産評価室長通知）による簡易評価に関する考え方が参考となり得る場

合もあると考えますので、適宜ご参照願います。 

なお、宅地（宅地の価額を評価の基礎として価額を求めることとされている土地を

含む）の評価については、令和５年１月１日（価格調査基準日）以降、価額に修正を

加えることができるのは、令和５年７月１日までの間に標準宅地等の価額が下落した

と認める場合とされている一方、個別の画地に係る所要の補正については、賦課期

日現在の各筆の状況（同日中に生じた災害によるものを含む。）に基づき行うことが

可能です。 

また、同通知のうち、別表第５表「被害認定基準に対応した損耗残価率」について

は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月内閣府（防災担当））」
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において、「住家の被害の程度」は「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、

「準半壊」、「一部損壊」の６つに区分されていることを踏まえ、各区分に応じた必要な

補正を講じていただきますようよろしくお願いします。 

加えて、固定資産税においては１月１日中に生じた事情を同日を賦課期日とする

年度の税額等に反映させることが基本です。このため、１月１日中に滅失した家屋に

対しては課税されないものと解されますので、ご留意願います。また、例えば、１月２

日以後に滅失した家屋については、１月１日の現況に基づき課税することになります

が、納税者の置かれた状況に十分配意して減免等を行うなど、適切に対応するようお

願いします。 

併せて、「令和６年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について」（令

和６年１月９日総税企第２号、各都道府県知事あて総務省自治税務局長通知）にお

いて示したとおり、令和６年度の固定資産の価格等の決定等については、災害その

他特別の事情がある場合においては、令和６年４月１日以後とすることが可能ですの

で、この点についてもご留意願います。 

貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨をご連絡いただきますようお願いしま

す。 

なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助

言）に基づくものです。 

（担当） 

＜制度関係＞ 

固定資産税課 虫明理事官・宮本係長 

ＴＥＬ：03-5253-5674 

＜土地関係＞ 

 資産評価室 横山固定資産鑑定官・花堂係長 

 ＴＥＬ：03-5253-5679 

＜家屋関係＞ 

資産評価室 喜多川課長補佐・野村係長 

ＴＥＬ：03-5253-5680 
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「東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成 24 年度の固定資産の

評価替えについて」（平成 23 年 10 月 14 日総税評第 46 号） 抜粋 

東日本大震災により被害を受けた地方団体で、平成 24 年度の固定資産の価格を

平成 24 年 3 月 31 日までに決定することが困難な地方団体については、地方税法第

410 条第 1 項ただし書の規定に基づき固定資産の価格の決定を延期することにより、

固定資産評価基準に定める評価方法によって平成 24 年度の固定資産の価格を決

定するために必要な期間を確保するといった対応も考えられますが、被害の状況等に

よっては、このような対応のみでは平成 24 年度の固定資産の価格を円滑に決定する

ことが困難な場合も想定されるところです。 

そこで、このような場合に対応するため、固定資産評価基準に定める評価方法を

簡略化した固定資産の評価（以下「簡易評価」という。）に関する考え方を下記のとお

りとりまとめましたので、参考までにお知らせします。この簡易評価に関する考え方は、

他の災害により被害を受けた地方団体においても、被害の状況によっては、参考とな

り得ると考えられますので、必要に応じ、適宜ご参照願います。 

また、東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域（以下「津波被災区域」と

いう。）内の土地及び家屋に係る平成 24 年度分の固定資産税等の課税免除及び東

北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して警戒区域設定指示等の

対象となった区域（以下「原子力災害避難区域」という。）内の土地及び家屋に係る平

成 24 年度分の固定資産税等の課税免除に関し、平成 23 年 10 月 4 日開催の政府

税制調査会において今後の方針が了承されましたので、その内容についても参考ま

でにお知らせします。 

貴都道府県内の市（区）町村に対しても、この旨連絡願います。 

なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4（技術的な助

言）に基づくものです。 

記 

１ 土地関係 

（1）及び(2)  略 

（3） 個別の画地に係る所要の補正について

（1）（2）の方法は、震災の影響による地価下落を面的に把握するものであり、

個別の画地については、必要に応じて所要の補正を行うことができること。 

別 添 
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なお、個別の補正を行う際の例として、次の方法が考えられること。 

ア 宅地の場合

(ｱ) 平成 23 年度課税における災害減免の認定結果を活用する方法

各筆の宅地の評点数の付設に当たっては、別表第３表に示す補正率表（固定

資産評価基準に定める画地計算法の附表７「がけ地補正率表」の準用）を活用

して、災害被害者に対する地方税の減免措置の実施状況に応じた減価を行うこ

とが考えられること。 

(ｲ) 積算工事費を活用する方法（上記(ｱ)の方法を活用する場合以外）

震災による地割れ、地盤沈下、擁壁の損壊等の被害が生じた宅地を回復させ

るために造成が必要であることに着目し、「市街化区域農地の評価に用いる「通

常必要と認められる造成費に相当する額」について」（平成 23 年 7 月 27 日総税

評第 31 号資産評価室長通知）にある標準的造成費の額（別表第４表）を参考と

した減価を行うことが考えられること。 

イ 農地の場合

(ｱ) 各筆の田の評点数の付設に当たっては、固定資産評価基準別表第 1 の 1

田の比準表中の項目「災害」を活用できること。

(ｲ) 各筆の畑の評点数の付設に当たっては、固定資産評価基準別表第 1 の 2

畑の比準表中の項目「災害」を活用できること。

(4)及び(5)  略 

２ 家屋関係 

(1) 地震、津波及び液状化により被災した家屋について

ア 地震、津波及び液状化により被災した家屋については、下記(ｱ)による損耗の

程度に応ずる減点補正率（以下、「損耗減点補正率」という。）の適用方法が基

本となるが、市町村の判断により下記(ｲ)の方法を参考としながら評価を行うこ

とができること。

(ｱ) 損耗減点補正率は、部分別に求めた損耗残価率に経年減点補正率を乗じ

て各部分別に求めることが原則であるが、家屋の被害の実態からみて部分別
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損耗減点補正率基準表を適用することが困難である場合その他特に必要が

ある場合は、部分別損耗減点補正率基準表について所要の補正を行うことが

できるものであり、この補正によって、部分別に損耗残価率を求めるのではなく

家屋一棟単位で求め、これに経年減点補正率を乗じて算出した率を適用する

方法。 

(ｲ) 上記(ｱ)の家屋一棟単位の損耗残価率を求めるに当たって、「災害の被害

認定基準」（平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官（防災

担当）通知）、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（平成 21 年 6 月

内閣府（防災担当））、「平成 23 年度東北地方太平洋沖地震に係る住家被害

認定迅速化のための調査方法について」（平成 23 年 3 月 31 日内閣府政策

統括官（防災担当）付参事官（災害復旧・復興担当）事務連絡）及び「地盤に

係る住家被害認定の調査・判定方法について」（平成 23 年 5 月 2 日内閣府

政策統括官（防災担当）付参事官（災害復旧・復興担当）事務連絡）（以下、

「被害認定基準」と総称する。）に基づく被害認定の判定結果に対応する被害

状況に応じた損耗残価率（以下、「被害認定基準に対応した損耗残価率」とい

う。）を活用し、これに経年減点補正率を乗じて算出した率を適用する方法。 

なお、この損耗残価率の目安を示すと、別表第５表のとおりとなること。 

イ 地震、津波及び液状化により被災した家屋に対する損耗減点補正率の適用

に当たっては、賦課期日現在の損耗の状況に応じて、別表第５表の被害認定

基準に対応した損耗残価率の目安を活用するほか、当該市町村に所在する家

屋の被害の実態に応じた損耗残価率を用いることもできること。

(2) 略

(3) その他

ア 損耗減点補正率は、賦課期日現在において、天災、火災その他の事由により

当該家屋の状況からみて経過年数に応ずる経年減点補正率によることが適当

でないと認められる場合に適用されるものであり、基本的には、当該家屋の価

値が大幅に減少する程度の損耗が生じている場合に適用されるものであること。

なお、その場合において、経年減点補正率基準表に示されている経年減点補

正率の最低限度（０．２０）の保持が不可能なときは、特例として、当該家屋の評

点数が再建築費評点数の０．１０となる率を最低限度として補正できるものとす

る（平成 12 年 9 月１日自治評第 37 号資産評価室長通知）とされていることに

留意すること。 

また、平成 24 年度も固定資産評価基準第２章第４節経過措置五に相当する
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措置を講ずる予定であること。 

イ 災害の影響によって当該地域における家屋の需要等の状況が変化し、それに

伴い当該地域に所在する家屋の価値が減少する客観的根拠が認められる場

合には、需給事情による減点補正率を適用することが考えられること。

なお、原子力災害の影響による減価を反映するために当該減点補正率を適用

する場合は、原子力災害避難区域であった区域及びその隣接地域等であって、

減価の客観的根拠（関係府省のモニタリング結果等）が認められる場合に適用

することが適当であると考えられること。

３ 都道府県の果たすべき役割 

本通知における簡易評価を適用する市町村が所在する都道府県にあっては、適用

市町村間の情報交換及び相互の調整が行えるよう適切な支援を行うこと。 
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別表 第３表 災害減免割合対応補正率表

軽減又は免除の割合 補正率（％）

全部 55

10分の８ 65

10分の６ 75

10分の４ 85

（注）

・減免割合（10分の8）：土地の被害面積割合（10分の6以上10分の8未満）
・減免割合（10分の6）：土地の被害面積割合（10分の4以上10分の6未満）
・減免割合（10分の4）：土地の被害面積割合（10分の2以上10分の4未満）

１．　左欄の「軽減又は免除の割合」は各市町村で行われた固定資産税の減免の割合を示すもの。
　なお、減免の割合に対応する土地の被害面積の割合は、以下のとおり想定している。

・減免割合（全部）：土地の被害面積割合（10分の8以上）

２．　右欄の「補正率」は固定資産評価基準附表７がけ地補正率表の補正率を参考に左欄の割合に
　対応させたもの。

7



別表 第４表 市街化区域農地の評価に用いる「通常必要と認められる造成費に相当する額」

平坦地の場合
盛土の 土盛整地費 擁 壁 費 合  計 1 平 方

高　さ メートル
(A) (B) (A＋B) H24.1.1 当 た り

H21.1.1

cm 千円 千円 千円 倍 円
30 390 712 1,102 1.05 2,200
50 687 927 1,614 1.14 3,300
70 981 1,142 2,123 1.19 4,300

100 1,107 2,025 3,132 1.05 6,300
150 1,774 2,346 4,120 1.05 8,300
200 2,388 2,842 5,230 1.07 10,600

傾斜地の場合
切土整地費 擁 壁 費 合  計 1 平 方

メートル
(A) (B) (A+B) H24.1.1 当 た り

H21.1.1

千円 千円 千円 倍 円
805 2,136 2,941 1.07 5,900

＜算定例＞
土地単価：30,000円/㎡の画地に地割れの被害が生じ、再造成を行うに当たり100㎝の盛土が必要な
場合
盛土の高さ100cmの場合の造成費6,300円/㎡
個別補正率＝6,300円/㎡÷30,000円/㎡＝21％

※画地の一部だけを再造成するような場合に適用すると、過大な補正となる場合があることに留意
すること

8



別表第５表  被害認定基準に対応した損耗残価率 

（注） 

 地震による「全壊」判定に対応した損耗残価率については、被害認定基準

において「全壊」が損害割合 50％以上の住家を対象とするものであり、「全壊」

とされる被害の程度に相当の幅があることを踏まえ、家屋の状況に応じて、

40％程度を下回る損耗残価率の設定ができること。 

その際、被害認定基準に基づく調査によって把握した個々の家屋の損害

割合を参考として損耗残価率を求めること等が考えられること。 

被害要因 

判定 

地  震 津  波 液状化による傾斜 

全    壊 40％程度 
40％程度 

(住家流出は評価対象外) 
25％程度 

大規模半壊 55％程度 55％程度 30％程度 

半    壊 75％程度 75％程度 45％程度 
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